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次   第 

 

１ 報告事項 

（１）令和８年度専門研修プログラム採用結果について 

（２）医師不足地域における医師確保対策について 

 

 

２ 協議事項 

（１）令和９年度の臨床研修医募集定員について 

（２）協力型臨床研修病院の新規指定について 

（３）臨床研修病院実地調査の実施結果について（非公開） 

 

３ その他 
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報告事項 １ 
 

【令和８年度専門研修プログラム採用結果について】 

                   （Ｐ１～Ｐ４） 
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＜背景＞ 

内科専門研修については、専門研修基幹施設が多いため、連携プログラ
ムの分担等専門研修における課題を共有・協議する場が必要として、医療
対策協議会で設置承認。 

 
 
 
＜開催＞ 
 合計２回開催（8/4、10/2） 
 
 
 
＜出席者＞ 
 病院団体、内科専門研修基幹施設プログラム責任者 等 
 
 
 
＜合意事項＞ 
 ・各基幹施設の採用希望数等を情報共有する。 
 ・第１回会議後、シーリング数を大きく下回る採用予定数となっているた

め、各基幹施設において採用予定者の確保に努める。 
  
  
 
＜採用結果＞ 
  基幹施設間における調整を経て、内科のシーリング数「82 名」に対し、

「76 名」の採用となった。（うち２名は、シーリング枠外での採用） 
 
 
＜来年度以降について＞ 
  今年度は、シーリング数未達であったが、できるだけ多くの専攻医の採

用を確保できるよう、上記会議を設置し、適宜開催することとしたい。 

令和７年度内科専門研修プログラム関係者会議結果概要 
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報告事項 ２ 
 

【医師不足地域における医師確保対策について】 
（Ｐ５～Ｐ８） 
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報２－１



○ 京都府保健医療計画・医師確保計画の見直し

○ 医師会と連携した各種研修事業の実施予定

 ・ 新研修医総合オリエンテーション R７実績：205人が参加
 ・ 臨床研修屋根瓦塾KYOTO        R７実績：74人が参加
 ・ 臨床研修屋根瓦KYOTO-2026冬-     R７実績：45人が参加

○ 臨床研修ガイドブックの作成、配布  R７実績：1000部

○ 合同就職説明会「レジナビ」オンライン・金沢への出展
   R７実績：オンライン 15病院が参加
        金    沢 ３病院が参加（大雪の影響により３病院が参加取りやめ）

○ 医師の時間外・休日労働時間の削減に向けた取組み

○ 女性医師等の勤務環境改善等の取組みに対する支援
   R７実績※：28病院（丹後２、南丹１、京都・乙訓19、山城北４、山城南２）

○ 地域医療のあり方を検討する講座を設置し、医師を派遣
  R７実績※：小児科講座・総合診療科講座を設置し、８病院へ医師を派遣
        （中丹３、南丹３、京都・乙訓１、山城北１）
○ 地域医療に従事する医師を確保・育成するために研修費・研究費を支援
  R７実績※：259人・13病院（丹後４、中丹７、南丹２）

○ 北部勤務後に医療技術向上のため大学院に入学する場合の授業料等を助成
  R７実績※：25人
○ 府内の医学生等に対する北部病院での臨床体験学習の推進
   R７実績：医学科５年生111人、看護学科３年生61人
  実習先病院 ：７病院（丹後３、中丹３、南丹１）

○ 地域医療を担う医師を確保・育成するため奨学金の貸与
  R７実績※：51人（地域枠42人、一般枠６人、地域医療枠３人）

○ 地域の産科医等の確保に対する支援
  R７実績※：46病院（丹後２、中丹４、南丹２、京都・乙訓28、山城北８、山城南２）

ICTを活用した
地域医療ネットワーク

○ 分娩取扱医療機関間の連携強化を図るためのネットワーク運用を支援
   R７までの導入実績※： 34病院（丹後２、中丹５、南丹３、京都・乙訓19、山城北４、山城南１）

       依頼件数（R７）：170件
※見込み

地域医療を担う
医師の育成

取 組 内 容

令和８年度 医師確保対策事業の取組内容について

オール京都体制の
医師確保

  ・医療勤務環境改善支援センターによる相談支援（京都私立病院協会へ委託）
  ・医師の働き方改革に関する取組みを行う医療機関を支援
   R７実績※：計：19病院（丹後２、中丹１、京都・乙訓13、山城北３）
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義務年限期間を満了した地域枠医師の勤務地等について 

 

１ 調査概要 

〇 平成 20 年度から京都府立医科大学に地域枠を設置し、令和４年度末をもって地域

枠１期生の義務年限期間が満了。 

 

〇 義務年限期間を満了した地域枠医師（平成 26年～29 年卒）に対して、現在の勤務

地等の調査を実施。 

（調査様式内に、個人名を除く勤務地等の情報を医療対策協議会内で示すことを明示） 

 

２ 調査結果  

  調査対象者：１４名、回答者：８名（回答率：５７％） 

             うち府内勤務者８名（100%） 

うち府内医師少数区域勤務者２名（25%） 

 

（令和８年２月末時点） 

 

令 和 ８ 年 度 勤 務 先 

項番 診 療 科 勤 務 先 

1 消化器内科 府立医科大学附属病院 

2 小 児 科 府立医科大学附属病院 

3 循環器内科 府立医科大学附属病院 

4 小 児 外 科 府立医科大学附属病院 

5 放 射 線 科 府立医科大学附属病院 

6 腎 臓 内 科 京都山城総合医療センター 

7 眼 科 府立医科大学附属病院 

8 耳鼻咽喉科 京都中部総合医療センター 
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協議事項 １ 
 

【令和９年度の臨床研修医募集定員について】 

（Ｐ９～Ｐ１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 国が設定する募集定員上限数（令和７年 12 月 19 日付厚生労働省通知） 

定 員 上 限 数  248 名  （前年度比 ▲２名） 

広域連携型プログラム数     12 名以上（前年度比 ▲１名） 

う ち 府 内 少 数 区 域      ５名まで（前年度比 ±０名） 

（別枠）基礎研究医プログラム    ３名  （前年度比 ±０名） 

 

２ 京都府における募集定員配分（案） 

▶ 募集定員数については今年度の KMCC 運営会議において京大病院から２名分の定員

削減が可能という意向が示されており、他病院の現状数を維持した上で、京大病院の

定員を２名減としてはどうか。 

▶ 広域連携型プログラムについては、引き続き、京大病院（７名）及び府立医大病院 

（６名（府内少数区域５名））に配分。（府立医大病院は１名減） 

   ▶ 基礎研究医プログラムについても、引き続き、京大病院（２名）及び府立医大病院 

（１名）に配分。（募集定員の枠外） 

 

（考え方） 

【募集定員】 

▶ 令和７年度の採用率（４名欠員）を考慮すれば、これまでの定員配分方法を適用した 

場合、京大病院が減少する試算となる。 

  ▶ 京大病院の定員配分については今年度の KMCC 運営会議を踏まえ、削減。 

 

【広域連携型プログラム】 

▶ 現段階においては厚生労働省が示す考え方では、定員 20 名以上の大学病院等が望ま

しいとされており、令和９年度も同様に京大病院と府立医大病院に設置することとし

たい。 

    ▶ 両病院からは合計 13 名の設置が可能と確認しており、国が求める人数を満たすこと 

となる。 

  

【基礎研究医プログラム】 

▶ 厚生労働省が示すとおり京大病院２名、府立医大病院１名を配分。（前年度同様） 

◎令和９年度の医師臨床研修募集定員について 
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協議事項 ２ 
 

【協力型臨床研修病院の新規指定について】 

                   （Ｐ１１～Ｐ１２） 

 

 

  



 

 

 

 

（１）指定を受けようとする医療機関名 
医療法人徳洲会古河総合病院（茨城県古河市：古河・坂東医療圏） 

※基幹型臨床研修病院である宇治徳洲会病院を経由して古河総合病院から協力型臨 

床研修病院の指定申請書が提出されたもの 

 

（２）指定を受けようとする理由（申請者からの説明） 

    徳洲会グループは令和３年度に複数の法人が統合されたことで、医師の往来が活発化 

している。地域によって異なる診療体制や症例などを経験し、多様な研修を実施する必 

要がある中、古河総合病院は必要症例数を確保し、適切な指導医が配置されていること 

から研修の質向上を目的として協力型臨床研修病院としての指定を希望する。 

また、同病院は広域連携型プログラムの連携先区域の対象であり、今後の広域連携型 

プログラムの連携を想定している。 

 

（３）府の審査状況 

    医師法第 16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令等に基づき、申請内容を 

別添チェックリストにより審査した結果、協力型臨床研修病院として指定することにつ 

いて問題がなかったことから、本協議会において意見をお聴きするもの 

 

（４）指定期日 

     本協議会後に速やかに指定 

 

【根拠規定】 

平成 15 年 6 月 12 日付け医政発第 0612004 号（令和 7 年 10 月 21 日一部改正）厚生労働省医政局長通知（抜粋）

(2) 協力型臨床研修病院の指定の申請 

ア 協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする

年度の前々年度の 10月 31 日までに、当該病院に関する指定申請書（様式１）を、基幹型臨床

研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由して基幹型臨床研修

病院の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならないこと。 

医師法（昭和 23年法律第 201 号）（抜粋） 

第 16 条の２ 

６ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしよ

うとするときは、あらかじめ、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の二十三第一項

に規定する地域医療対策協議会（以下「地域医療対策協議会」という。）の意見を聴かなければ

ならない。 

◎協力型臨床研修病院の新規指定について 

11

協２－１



12

協２－２



 

協議事項 ３ 
 

【臨床研修病院実地調査の実施結果について】 

                   （Ｐ１３） 

 

 

                       



 

１ 実地調査を実施した理由 

基幹型臨床研修病院の指定基準の一つである「年間入院患者数 3,000 人以上」を、令和５年度 

から２年度連続で満たしていなかったため、病院の指導・管理体制、研修医の基本的診療能力等 

について実地調査を行ったもの。 

 

２ 実地調査結果 

  総合評価 Ｂ 

  ＜参考：評価基準＞ 

Ａ 指導・管理体制に関する事項及び研修医の基本的診療能力の修得に関する事項の

全てにおいて「適切」とされるもの 

Ｂ Ａ、Ｂ－及びＣ以外のもの 

Ｂ－ 評価項目の全てについて、「適切」又は「概ね適切」と評価され、そのうち過半

数が「概ね適切」とされるもの 

Ｃ 評価項目の一部について、「不適切」とされるもの 

 

３ 実地調査を踏まえた措置 

  実地調査の結果、総合評価Ｂであったことから、臨床研修病院の実地調査実施要綱に基づき指

定を継続することについて、本協議会に意見をお聴きするもの。 

 

【根拠規定】 

○医師法第 16 条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令（平成 14年厚生労働省令第 158 号）

（抜粋） 

第十七条 

２ 都道府県知事は、臨床研修病院の指定を受けようとする病院又は臨床研修病院が法第十六条

の二第三項各号に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、

実地に調査することができる。 

 

○臨床研修病院の実地調査実施要綱（抜粋） 

２ 調査対象 

 Ⅰ 臨床研修病院の指定継続に係るもの 

 １）医師法第 16 条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令（平成 21

年厚生労働省令第 105 号）附則第２項に規定する基幹型臨床研修病院のうち、 医師法第 16 条

の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（平成 15 年６月 12 日付け医政

発第 0612004 号厚生労働省医政局長通知。）第２の５（１）エの基準（→入院患者の数につい

ては、年間 3,000 人以上であること。）に２年以上にわたり適合せず、かつ、研修医が在籍し

ている病院 

７ 調査後の措置 

 地域医療対策協議会の意見を聴いた上で、適切な指導体制が確保され、研修医が基本的診療能

力を修得できると認められる場合（指定継続の判断に当たっては、「６ 調査項目、評価基準等」

の４）の総合評価がＡ又はＢと評価された場合に限る。）は、指定を継続又は新たに指定する。

ただし、新規指定後や指定継続後も実地調査又は書面調査等を行い、適正であることを確認する

こととする。 

 

◎臨床研修病院実地調査の実施結果について 
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